
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

五
九
七

ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続

阿　
　

部　
　

竹　
　

松

は
じ
め
に

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
二
条
第
二
節
第
二
項
第
二
段
は
、「
大
統
領
は
、
大
使
、
そ
の
他
の
外
交
使
節
な
ら
び
に
領
事
、
連
邦
最
高

裁
判
所
の
判
事
、
お
よ
び
任
命
に
つ
い
て
本
条
項
に
別
段
の
定
め
が
な
い
が
、
法
律
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
〔
連
邦
政

府
〕
の
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
公
務
員
を
指
名
し
、
上
院
の
事
前
と
事
後
の
助
言
と
同
意
を
得
て
任
命
す
る
。
た
だ
し
、
連
邦
議

会
は
、
連
邦
議
会
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
法
律
に
よ
っ
て
、
下
級
公
務
員
の
任
命
権
を
大
統
領
の
み
に
与
え
、
ま
た
は

司
法
裁
判
所
も
し
く
は
各
省
の
長
官
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
二
条
第
二
節
第
三
項
は
、「
大
統
領

は
、
上
院
の
次
の
会
期
末
に
任
期
が
満
了
す
る
任
務
を
与
え
て
、
上
院
の
休
会
中
に
生
じ
た
欠
員
を
補
充
す
る
権
限
を
有
す
る
」
と
規
定

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
統
領
に
は
、
大
使
、
そ
の
他
の
外
交
使
節
な
ら
び
に
領
事
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
を
は
じ
め
各
省
庁

論　

説

（
一
五
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
九
八

の
最
高
責
任
者
で
あ
る
閣
僚
か
ら
連
邦
下
級
裁
判
所
の
判
事
、
独
立
行
政
機
関
の
委
員
な
ど
の
文
官
公
務
員
か
ら
軍
人
に
至
る
連
邦
公
務

員
を
任
命
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
大
統
領
が
連
邦
政
府
の
要
職
に
就
く
者
を
任
命
す
る
に
当
た
っ
て
、
ど
の

よ
う
な
手
続
で
人
選
を
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
上
院
が
ど
の
よ
う
な
手
続
を
と
っ
て
承
認
を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
論
述
し
て
、
ア
メ

リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一
、
大
統
領
任
命
権

1
．
憲
法
起
草
者
の
意
図

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
任
命
条
項
は
、
憲
法
制
定
会
議
に
出
席
し
た
憲
法
起
草
者
の
う
ち
で
「
権
力
の
分
散
」（separation of 

pow
ers

）
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
二
つ
の
派
閥
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
エ
ル
ブ
リ
ッ
ジ
・

ゲ
リ
ィ
（E

lbridge G
erry

）
と
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
ア
州
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
（B

enjam
in F
ranklin

）
は
、
単
一
の
機
関

に
過
剰
な
権
限
を
集
中
し
て
与
え
る
こ
と
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
、「
大
統
領
は
、
此
処
彼
処
を
問
わ
ず
、
独
裁
者
に

な
る
ま
で
休
ま
ず
に
権
力
を
増
大
さ
せ
る
（
1
）

」
と
主
張
し
て
、
大
統
領
に
権
力
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
。
一
方
、

ヴ
ァ
ジ
ー
ニ
ア
州
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
（Jam

es M
adison

）、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
ア
州
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン

（Jam
es W

ilson

）、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
の
（A

lexander H
am
ilton

）
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
行
政
府
の
要
員
を
選
任
す
る

専
属
権
が
与
え
ら
れ
た
強
力
な
大
統
領
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
憲
法
制
定
会
議
で
の
討
議
中
に

「
良
い
法
律
と
い
え
ど
も
良
い
行
政
長
官
な
し
に
は
効
を
奏
さ
な
い
。
法
律
を
執
行
す
る
公
務
員
を
任
命
す
る
権
限
を
有
し
な
い
行
政
長

（
一
五
四
〇
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

五
九
九

官
〔
大
統
領
〕
は
、
良
い
行
政
長
官
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
ま
た
、
大
統
領
の
職
責
が
上
院
の
よ
う
な
機
関
よ
っ
て
打
ち
壊
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
（
2
）

」
と
述
べ
て
、
任
命
権
を
二
分
し
て
大
統
領
と
上
院
に
与
え
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
（John A

dam
s

）
は
、

連
邦
政
府
の
公
務
員
の
任
命
に
関
し
て
、
上
院
が
極
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
一
七
八
七
年
に
ト
マ
ス
・
ジ
ェ

フ
ァ
ー
ソ
ン
（T

hom
as Jeff erson

）
に
宛
て
た
書
簡
に
記
述
し
て
い
る
（
3
）

。
比
較
的
短
い
討
議
の
末
、
憲
法
起
草
者
た
ち
は
、「
抑
制
と
均

衡
」（checks and balances

）
の
原
理
を
導
入
し
て
、
連
邦
政
府
の
公
務
員
を
任
命
す
る
権
限
を
大
統
領
と
上
院
に
分
散
し
て
与
え
た
。

2
．
大
統
領
任
命
権
の
性
格

上
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
大
使
、
そ
の
他
の
外
交
使
節
な
ら
び
に
領
事
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
お
よ
び
連

邦
下
級
裁
判
所
の
判
事
、
連
邦
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
連
邦
行
政
府
省
庁
の
長
官
（
閣
僚
）
や
次
官
、
独
立
行
政
機
関
の
長
か
ら
軍
人

に
至
る
多
勢
の
連
邦
政
府
の
公
務
員
を
任
命
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
て
い
る
。
近
年
で
は
、
大
統
領
は
、
約
六
万
五
、〇
〇
〇
名
の

武
官
の
公
務
員
（
軍
人
）
と
連
邦
行
政
府
に
勤
務
す
る
約
二
百
六
十
万
名
に
の
ぼ
る
文
官
の
公
務
員
の
う
ち
の
約
五
、五
〇
〇
名
の
上
級

公
務
員
と
独
立
行
政
機
関
に
勤
務
す
る
約
一
〇
〇
名
の
下
級
公
務
員
を
上
院
議
員
の
過
半
数
の
承
認
を
得
て
任
命
し
て
い
る
（
4
）

。
任
命
条
項

に
は
「
大
統
領
は
、
任
命
に
つ
い
て
本
条
項
に
別
段
の
定
め
が
な
い
が
、
法
律
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
〔
連
邦
政
府
機

関
〕
の
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
公
務
員
を
指
名
し
、
上
院
に
よ
る
事
前
と
事
後
（〝
事
前
と
事
後
〞
は
、〝
事
前
な
い
し
は
事
後
〞
と
解

さ
れ
て
き
た
。）
の
助
言
と
同
意
を
得
て
任
命
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
法
律
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
連
邦
政
府
機
関
の
そ
の
他
の

さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
公
務
員
と
は
、
現
在
で
は
十
五
省
に
増
設
さ
れ
て
い
る
省
庁
の
長
官
、
次
官
、
次
官
補
お
よ
び
連
邦
下
級
裁
判
所
の

判
事
の
こ
と
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
任
命
条
項
の
但
書
は
「
連
邦
議
会
は
、
連
邦
議
会
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
場

合
に
は
、
法
律
に
よ
っ
て
、
下
級
公
務
員
の
任
命
権
を
大
統
領
の
み
に
与
え
、
ま
た
は
司
法
裁
判
所
も
し
く
は
各
省
の
長
官
に
与
え
る
こ

（
一
五
四
一
）
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六
〇
〇

と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
下
級
公
務
員
と
は
、
ど
の
よ
う
な
公
務
員
で
あ
る
か
に
つ
い
て
長
年
に
わ
た
っ
て
定
か
で
は
な

か
っ
た
。
一
九
八
八
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
「
モ
ー
リ
ソ
ン
対
オ
ル
ソ
ン
事
件
（
5
）

」（M
orrison v. O

lson

）
で
一
九
七
八
年
に
制
定
さ
れ

た
「
政
府
倫
理
法
」（E

thics in G
overnm

ent A
ct

）
に
基
づ
い
て
、
連
邦
法
に
違
反
し
た
行
政
府
の
上
級
公
務
員
を
調
査
し
、
訴
追
す
る

た
め
に
設
置
さ
れ
た
独
立
規
制
委
員
会
の
委
員
は
、
下
級
公
務
員
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
独
立
規
制
委
員
会
の
委
員
は
、

限
ら
れ
た
管
轄
内
で
連
邦
特
別
裁
判
所
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
職
務
の
み
を
遂
行
す
る
権
限
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
大
統
領
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
司
法
長
官
に
よ
っ
て
任
免
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

任
命
条
項
の
但
書
に
基
づ
い
て
、
連
邦
議
会
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
法
律
を
制
定
し
て
、
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で

下
級
公
務
員
を
任
命
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
近
年
、
連
邦
行
政
府
の
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ

ウ
ス
大
統
領
人
事
局
に
よ
る
指
名
候
補
者
に
つ
い
て
の
過
度
な
身
元
調
査
や
上
院
の
怠
慢
な
承
認
審
議
が
、
連
邦
政
府
の
要
職
に
就
こ
う

と
し
て
い
る
者
を
失
望
さ
せ
て
い
る
と
の
批
判
が
高
ま
っ
て
き
た
。
第
一
一
二
連
邦
議
会
（
二
〇
一
一
│
二
〇
一
三
）
は
、
上
院
の
超
党
派

の
議
員
た
ち
が
準
備
し
た
任
命
手
続
を
簡
素
化
し
て
敏
速
化
を
図
る
た
め
の
二
法
案
を
発
議
し
た
。
そ
し
て
、
上
院
は
、
双
方
の
法
案
を

可
決
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
一
部
が
即
時
発
効
し
、
残
余
部
分
が
制
定
六
十
日
後
の
二
〇
一
二
年
十
月
九
日
に
発
効
し
た
「
大
統
領

任
命
の
効
率
化
お
よ
び
簡
素
化
法
」（T

he P
residential A

ppointm
ent E

ffi  ciency and S
tream

lining A
ct of 2011; P

. L
. 112-166

）
に
よ
っ

て
、
連
邦
行
政
府
内
の
一
六
三
の
管
理
職
の
役
職
者
（
殆
ど
が
次
官
補
、
局
長
、
次
長
で
あ
る
）
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
上
院
の
承
認
条
件

が
削
除
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
は
、
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
、
そ
れ
ら
の
役
職
者
を
独
断
で
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
（
6
）

。

理
論
上
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
首
席
判
事
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
が
、
一
八
〇
三
年
、「
マ
ー
バ
リ
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
事
件
（
7
）

」（M
arbury 

（
一
五
四
二
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
〇
一

v. M
adison

）
で
「
大
統
領
の
任
命
権
は
、
大
統
領
の
専
属
権
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
よ
う
に
、
閣
僚
や
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
な
ど

の
上
級
公
務
員
を
任
命
す
る
大
統
領
権
限
は
、
上
院
が
政
治
的
な
理
由
か
ら
承
認
を
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
統
領
に
賦
与

さ
れ
た
固
有
の
特
権
（prerogative pow

er

）
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
（
8
）

。
特
に
、
閣
僚
を
任
命
す
る
大
統
領
権
限
は
、
広
範
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
閣
僚
の
任
命
に
は
、
い
か
な
る
資
格
条
件
も
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
は
、
大
統
領
の
自
由
裁
量
で
閣
僚
が
指
名
さ

れ
て
い
る
。
他
党
に
属
し
て
い
る
者
を
閣
僚
に
加
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
一
九
四
〇
年
、
民
主
党
の
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ

ル
ト
（F

ranklin D
. R
oosevelt

）
大
統
領
は
、
共
和
党
の
へ
ン
リ
ィ
・
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
（H

enry L
. S
tim
son

）
を
陸
軍
長
官
に
任
命
し
、

同
じ
く
共
和
党
の
フ
ラ
ン
ク
・
ノ
ッ
ク
ス
（F

rank K
nox, 1874-1944

）
を
海
軍
長
官
に
任
命
し
て
い
る
。
通
常
、
閣
僚
に
選
ば
れ
る
者
は
、

大
統
領
選
挙
で
大
統
領
を
当
選
さ
せ
る
た
め
の
原
動
力
と
な
っ
た
人
達
や
大
統
領
が
政
策
を
実
行
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
有
為
な
人
物

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
閣
僚
は
、
概
し
て
、
大
統
領
の
政
策
や
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
ー
に
共
鳴
し
て
い
る
人
達
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的

に
、
上
院
の
承
認
を
得
て
、
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
は
、
必
ず
大
統
領
の
期
待
に
沿
っ
た
判
断
を
す
る

人
達
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
歴
代
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
が
下
し
た
判
決
は
、
多
く
の
場
合
、
大
統
領
の
期
待

を
裏
切
っ
て
き
た
。
そ
の
有
名
な
実
例
は
、
ド
ワ
イ
ト
・
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
（D

w
ight D

. E
isenhow

er

）
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

て
連
邦
最
高
裁
判
所
首
席
判
事
を
務
め
た
ア
ー
ル
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
（E

arl W
arren

）
で
あ
る
。
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
大
統
領
は
、
ウ
ォ
ー

レ
ン
判
事
が
保
守
派
の
判
事
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
首
席
判
事
が
下
し
た
一
連
の
判
決
は
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ウ

ワ
ー
大
統
領
が
「
あ
の
任
命
は
私
が
今
ま
で
に
し
た
失
敗
の
う
ち
の
最
も
馬
鹿
げ
た
失
敗
で
あ
っ
た
」
と
漏
ら
し
た
ほ
ど
比
較
的
保
守
的

な
共
和
党
の
見
解
と
は
遠
く
か
け
離
れ
た
ア
メ
リ
カ
裁
判
史
上
で
最
も
リ
ベ
ラ
ル
な
判
断
に
基
づ
い
た
判
決
で
あ
っ
た
（
9
）

。
（
一
五
四
三
）
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六
〇
二

二
、
上
院
の
任
命
承
認
権
の
性
格

上
院
は
、
会
期
中
に
大
使
や
そ
の
他
の
外
交
使
節
な
ら
び
に
領
事
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
の
判
事
、
連
邦
地

方
裁
判
所
の
判
事
、
特
別
裁
判
所
の
判
事
、
連
邦
行
政
府
省
庁
の
特
定
の
上
級
管
理
職
の
役
職
者
、
独
立
行
政
機
関
（Independent 

A
gencies

）
の
役
職
者
、
規
制
委
員
会
（R

egulatory B
oards and C

om
m
issions

）
の
委
員
長
や
委
員
な
ど
の
文
官
の
公
務
員
と
軍
人
の
任

命
に
つ
い
て
承
認
審
議
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
外
交
官
の
指
名
候
補
者
の
承
認
は
、
日
常
茶
飯
事
の
ご
と
く
機
械
的
に
な
さ
れ
て

い
る
。
上
院
は
、
多
数
の
指
名
候
補
者
を
一
会
期
中
の
短
時
間
内
に
審
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
全
員
に
つ
い
て
詳
し
く
審
議
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
院
は
、
時
折
、
数
百
名
を
一
括
し
て
承
認
す
る
こ
と
も
あ
る
。
特
に
、
軍
人

や
昇
格
人
事
の
承
認
は
、
一
括
審
議
に
付
さ
れ
て
い
る
（
10
）

。

上
院
は
、
伝
統
的
に
終
身
官
で
あ
る
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
の
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
、
慎
重
な
審
議
を
し
て
、
よ
り
強
力
な

影
響
力
を
及
ぼ
し
て
き
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
上
院
は
、
概
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
の
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
厳
し
く
、

閣
僚
の
指
名
候
補
者
に
は
寛
容
で
あ
る
。
一
七
八
九
年
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
初
代
大
統
領
政
権
下
の
一
七
八
九
年
に
最
初
に
上
院

が
任
命
承
認
を
し
て
以
来
、
二
〇
一
六
年
の
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
大
統
領
政
権
ま
で
の
二
二
七
年
間
に
歴
代
の
大
統
領
が
任
命
承
認
を
得
る

た
め
に
上
院
に
提
出
し
た
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
の
指
名
候
補
者
は
、
一
六
一
名
に
の
ぼ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
上
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

た
者
は
、
承
認
さ
れ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
判
事
に
就
任
し
な
か
っ
た
七
名
を
含
め
て
一
二
四
名
で
あ
る
。
上
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な

か
っ
た
三
十
七
名
の
う
ち
の
九
名
は
、
上
院
議
員
の
点
呼
表
決
（roll-call votes

）
で
承
認
が
否
決
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
二
十
八
名

は
、
上
院
の
審
議
未
了
や
議
決
を
し
な
い
ま
ま
で
棚
上
げ
に
さ
れ
た
り
、
上
院
の
反
対
が
強
か
っ
た
た
め
に
、
指
名
し
た
大
統
領
に
よ
っ

（
一
五
四
四
）



ア
メ
リ
カ
大
統
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阿
部
）

六
〇
三

て
取
り
下
げ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
三
十
七
名
の
う
ち
の
六
名
は
、
再
度
、
大
統
領
に
よ
っ

て
指
名
さ
れ
た
後
に
、
上
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
（
11
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
上
院
が
承
認
し
た
閣
僚
の
指
名
候
補
者
は
五
〇
〇
名
以
上

に
の
ぼ
る
が
、
承
認
が
否
決
さ
れ
た
者
は
た
っ
た
の
九
名
で
あ
り
、
上
院
の
反
対
で
大
統
領
が
取
り
下
げ
た
者
は
十
二
名
で
あ
る
（
12
）

。

三
、
行
政
府
の
候
補
者
指
名
手
続

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
連
邦
政
府
の
公
務
員
を
補
充
す
る
責
務
を
大
統
領
と
上
院
に
分
担
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
が

特
定
の
候
補
者
を
指
名
し
、
上
院
の
事
前
な
い
し
は
事
後
の
助
言
と
同
意
を
得
て
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
大
統
領
が
候
補
者
を
ど
の
よ
う
に
し
て
指
名
す
る
か
、
上
院
が
大
統
領
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
候
補
者
を
ど
の

よ
う
な
手
続
を
と
っ
て
承
認
す
る
か
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
大
統
領
に
よ
る
候
補
者
の
指
名
と
上
院
に
よ
る
指
名

候
補
者
の
承
認
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
培
わ
れ
た
慣
行
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

大
統
領
は
、
当
選
直
後
か
ら
、
閣
僚
、
大
使
や
そ
の
他
の
外
交
使
節
な
ら
び
に
領
事
、
連
邦
最
高
裁
判
所
お
よ
び
下
級
裁
判
所
の
判
事
、

特
別
裁
判
所
の
判
事
、
連
邦
行
政
府
省
庁
の
上
級
管
理
職
の
役
職
者
、
独
立
行
政
機
関
（independent agencies

）
の
役
職
者
、
規
制
委
員

会
（R

egulatory B
oards and C

om
m
issions

）
の
委
員
長
や
委
員
な
ど
の
人
選
を
開
始
し
て
い
る
。
ま
ず
、
指
名
候
補
者
の
人
選
は
、
ホ

ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統
領
人
事
局
（W

hite H
ouse O

ffi  ce of P
residential P

ersonnel

）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
連
邦
議
会
議
員
や
圧
力
団

体
が
、
時
折
、
特
定
の
候
補
者
の
承
認
に
助
言
や
同
意
す
る
立
場
か
ら
推
薦
文
書
を
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統
領
人
事
局
に
送
付
し
た
り
、

直
接
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ
た
り
す
る
形
式
で
大
統
領
に
候
補
者
を
推
薦
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統

（
一
五
四
五
）
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六
〇
四

領
人
事
局
は
、
こ
れ
ら
の
推
薦
を
尊
重
す
る
義
務
は
な
い
。
候
補
者
が
指
名
さ
れ
る
と
、
連
邦
行
政
府
の
諸
機
関
が
指
名
候
補
者
を
詳
し

く
調
査
す
る
業
務
に
介
入
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
大
統
領
協
議
局
（O

ffi  ce of C
ounsel to the P

resident

）
が
、
指
名
候
補
者
の
人
物
保

証
（clearance
）
に
つ
い
て
調
べ
る
。
こ
の
調
査
業
務
は
、
時
折
、
連
邦
捜
査
局
（
Ｆ
Ｂ
Ｉ
）、
内
国
歳
入
庁
（Internal R

evenue S
ervice

）、

政
治
倫
理
局
（O

ffi  ce of G
overnm

ent E
thics

）
お
よ
び
指
名
候
補
者
の
配
属
予
定
先
の
省
庁
の
倫
理
委
員
会
の
委
員
に
よ
っ
て
さ
ら
に
厳

格
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
指
名
候
補
者
は
、
候
補
者
の
選
出
と
調
査
の
手
続
が
執
ら
れ
て
い
る
期
間
中
に
、「
俸
給
等
所
得
公
開
報

告
書
」（P

ublic F
inancial D

isclosure R
eport; S

tandard F
orm
 278

）、「
国
家
安
全
保
障
職
務
に
関
す
る
調
査
書
」（Q

uestionnaire for 

N
ational S

ecurity P
ositions; S

F
 86

）、
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
の
「
個
人
情
報
陳
述
調
査
書
」（P

ersonal D
ata S

tatem
ent Q

uestionnaire

）

を
含
む
諸
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
素
姓
調
査
で
利
害
関
係
に
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
政
治
倫
理
局
と
独
立
行
政
機
関

の
倫
理
委
員
会
が
問
題
解
消
の
た
め
に
指
名
候
補
者
と
話
し
合
っ
て
解
決
す
る
。
大
統
領
協
議
局
が
指
名
候
補
者
の
人
物
調
査
を
終
え
る

と
、
候
補
者
の
人
選
と
第
一
段
階
の
調
査
手
続
き
が
終
了
す
る
。
大
統
領
は
、
慣
例
に
従
っ
て
、
上
院
の
承
認
を
得
る
た
め
に
、
指
名
候

補
者
の
調
査
書
類
を
添
え
て
「
大
統
領
指
名
教
書
」（presidential nom

ination m
essages

）
を
上
院
に
送
付
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統
領
人
事
局
が
行
う
候
補
者
の
指
名
手
続
が
完
了
す
る
（
13
）

。

四
、
立
法
府
の
候
補
者
承
認
手
続

1
．
大
統
領
指
名
教
書
の
受
理
と
委
員
会
付
託

上
院
が
大
統
領
指
名
教
書
を
受
理
す
る
と
、
行
政
担
当
事
務
官
（E

xecutive C
lerk

）
が
そ
れ
に
番
号
を
付
し
て
、
本
会
議
場
で
そ
れ

（
一
五
四
六
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
〇
五

を
読
み
上
げ
る
。
行
政
事
務
官
は
、
個
々
の
候
補
者
に
番
号
を
付
す
の
で
は
な
く
、
個
々
の
大
統
領
指
名
教
書
に
番
号
を
付
す
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
一
つ
の
大
統
領
指
名
教
書
に
複
数
の
指
名
議
案
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
指
名
議
案
が

同
じ
番
号
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
大
統
領
が
提
出
す
る
大
統
領
指
名
教
書
と
呼
ば
れ
て
い
る
指
名
議
案
は
、
連
邦
議
会
の
事
務
局
に
も
配

布
さ
れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
「
行
政
議
案
審
議
日
程
表
」（E

xecutive C
alendar

）
の
特
別
欄
で
あ
る
「
特
権
指
名
」

（P
rivileged N

om
inations

）
の
欄
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
問
題
と
し
て
、
上
院
の
本
会
議
で
指
名
議
案
が
満
場
一
致

で
採
決
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
殆
ど
の
指
名
議
案
は
、
受
理
さ
れ
た
日
に
採
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
直
ち
に
常
任
委
員
会
に

付
託
さ
れ
る
。
手
続
上
で
は
、
所
轄
常
任
委
員
会
の
委
員
長
が
指
名
候
補
者
の
履
歴
書
と
俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
を
含
む
指
名
議
案
を

受
理
し
た
旨
を
行
政
担
当
事
務
官
に
通
知
し
た
後
に
、
指
名
議
案
は
行
政
議
案
審
議
日
程
表
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
十
日

後
、
指
名
議
案
は
、
行
政
議
案
審
議
日
程
表
の
特
権
指
名
欄
か
ら
取
り
除
か
れ
て
、
委
員
会
か
ら
上
程
さ
れ
る
指
名
議
案
と
同
じ
取
り
扱

を
受
け
る
指
名
議
案
の
欄
に
記
載
さ
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
指
名
議
案
が
行
政
議
案
審
議
日
程
表
に
記
載
さ
れ
る
と
、
い
か
な
る
上
院

議
員
で
も
、
そ
の
指
名
議
案
を
特
定
の
委
員
会
に
付
託
す
る
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
上
院
規
則
第
三
十
一
条

（S
enate R

ule X
X
X
I

）
に
よ
る
と
、
指
名
議
案
は
、
特
定
の
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
所
轄
の
常

任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の
役
職
に
就
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
指
名
候
補
者
の
指
名

議
案
は
、
特
定
の
上
院
議
員
の
要
請
が
な
い
限
り
常
任
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
第
一
一
二
連
邦
議
会
で
議
決
さ
れ

て
い
る
（
14
）

。
指
名
議
案
が
付
託
さ
れ
た
所
轄
常
任
委
員
会
は
、
聴
聞
会
（hearing

）
を
開
催
し
て
、
そ
の
指
名
議
案
に
つ
い
て
審
議
し
て
決

議
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
決
議
結
果
を
上
院
の
本
会
議
に
上
程
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
一
五
四
七
）
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六
〇
六

2
．
委
員
会
審
議

上
院
の
各
常
任
委
員
会
は
、
正
式
に
聴
聞
会
を
開
催
し
た
り
、
ま
た
は
聴
聞
会
を
開
催
し
た
り
し
な
い
で
指
名
さ
れ
た
候
補
者
の
情
報

を
独
自
に
収
集
し
て
調
査
を
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
行
政
府
が
最
初
に
候
補
者
を
調
査
し
て
指
名
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
た
め
に
、
上
院
の
各
委
員
会
は
、
概
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統
領
人
事
局
が
あ
ら
か
じ
め
収
集
し
た
候
補
者
に
関
す
る
基
礎

資
料
や
連
邦
調
査
局
（
Ｆ
Ｂ
Ｉ
）
が
作
成
し
た
報
告
書
に
頼
り
が
ち
で
あ
る
。
連
邦
調
査
局
が
行
っ
た
調
査
の
報
告
記
録
は
、
主
に
ホ
ワ

イ
ト
・
ハ
ウ
ス
事
務
局
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
報
告
書
な
い
し
は
報
告
書
の
要
約
は
、
大
統
領
の

関
連
省
庁
や
所
轄
委
員
会
の
上
院
議
員
に
も
配
布
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
調
査
局
の
資
料
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
委
員
会
の
慣
行
は
、
ま
ち

ま
ち
で
あ
る
。
あ
る
委
員
会
で
は
、
委
員
長
と
役
職
委
員
の
み
が
連
邦
調
査
局
が
作
成
し
た
報
告
書
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
り
、
他
の
委
員
会
で
は
資
料
の
提
供
要
請
を
し
た
上
院
議
員
の
み
が
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
し
て
、

委
員
会
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
委
員
会
ス
タ
ッ
フ
（
委
員
会
事
務
官
）
は
、
通
常
、
連
邦
調
査
局
が
収
集
作
成
し
た
資
料
を
検
討
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
指
名
候
補
者
の
殆
ど
全
員
が
大
統
領
協
議
局
よ
り
俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
の
提
出
を
求
め

ら
れ
る
が
、
そ
の
俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
に
は
、
指
名
候
補
者
が
在
職
す
る
省
庁
を
所
轄
す
る
倫
理
委
員
会
や
政
治
倫
理
局
長
か
ら
提

出
さ
れ
た
意
見
書
が
添
付
さ
れ
て
各
委
員
会
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
連
邦
調
査
局
の
報
告
書
と
は
異
な
り
、
俸
給
等
所
得

公
開
報
告
書
は
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
委
員
会
の
委
員
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
委
員
会
ス
タ
ッ
フ
や
一
般
市
民
も

俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
15
）

。

委
員
会
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
指
名
議
案
が
付
託
さ
れ
た
常
任
委
員
会
は
、
指
名
候
補
者
に
関
す
る
情
報
を
独
自
に
収
集
し

て
い
る
。
各
委
員
会
は
、
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
大
統
領
人
事
局
か
ら
送
付
さ
れ
た
指
名
候
補
者
の
俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
、
国
家
安
全

（
一
五
四
八
）
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手
続
（
阿
部
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六
〇
七

保
障
職
務
に
関
す
る
調
査
書
、
個
人
情
報
陳
述
調
査
書
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
委
員
会
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
を
検
討
し
た

後
に
、
指
名
候
補
者
に
対
し
て
再
度
に
わ
た
っ
て
諸
々
の
報
告
書
や
調
査
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
。
司
法
委
員
会
は
、
委
員
会

専
属
の
調
査
委
員
を
有
し
て
い
る
が
、
時
折
、
大
統
領
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
候
補
者
を
支
持
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
る

「
青
色
伝
票
」（blue slips

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
文
書
を
指
名
候
補
者
の
出
身
州
の
上
院
議
員
に
送
付
し
て
、
回
答
し
て
も
ら
う
形
式
で
指

名
候
補
者
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
て
い
る
。
上
院
の
議
事
運
営
委
員
会
（C

om
m
ittee on R

ules and A
dm
inistration

）
は
、
比
較
的
小

員
数
の
指
名
候
補
者
し
か
審
議
し
て
い
な
い
が
、
連
邦
調
査
局
や
連
邦
会
計
検
査
院
（G

eneral A
ccountability O

ffi  ce

）
の
支
援
を
得
て

独
自
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
委
員
会
の
委
員
長
や
委
員
会
ス
タ
ッ
フ
が
、
聴
聞
会
の
開
催
以
前
に
、
俸
給
等
所
得
公
開
報
告
書
の
内
容

や
そ
の
他
の
懸
案
事
項
に
つ
い
て
話
し
合
う
た
め
に
指
名
候
補
者
と
面
会
す
る
こ
と
は
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
特
に
、
上
級
管
理
職

に
就
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
指
名
候
補
者
は
、
個
人
的
に
委
員
会
の
委
員
や
指
名
候
補
者
の
出
身
州
の
上
院
議
員
に
面
会
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
個
人
面
談
は
、
概
し
て
、
指
名
候
補
者
か
ら
の
要
請
で
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
相
互
理
解
に
役
立
っ
て

い
る
（
16
）

。
1
）
審
議
規
則

殆
ど
の
委
員
会
は
、
承
認
審
議
に
関
す
る
規
則
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
指
名
候
補
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
や
俸
給
等
所

得
公
開
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
い
か
に
処
理
す
る
か
に
つ
て
の
基
準
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
殆
ど
の
委
員
会
は
、
委
員
会
が
調

査
す
る
期
間
の
時
間
割
に
関
す
る
規
則
も
定
め
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
も
の
は
、
委
員
会
が
決
議
を
し
た
り
聴
聞
会
を
開
催
し
た
り
す

る
事
前
の
一
週
間
か
二
週
間
に
限
定
さ
れ
た
期
間
に
、
指
名
候
補
者
が
提
出
し
た
書
類
を
特
定
の
上
院
議
員
に
再
調
査
さ
せ
る
時
間
割
に

関
す
る
規
定
で
あ
る
。
規
則
の
中
に
は
、
過
半
数
採
決
、
満
場
一
致
採
決
、
委
員
長
採
決
な
ど
の
決
議
方
法
に
関
す
る
規
則
も
含
ま
れ
て

（
一
五
四
九
）
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〇
八

い
る
（
17
）

。
2
）
聴
聞
会

歴
史
上
で
は
、
大
統
領
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
文
官
の
指
名
候
補
者
の
約
半
数
の
者
が
聴
聞
会
の
手
続
を
経
な
い
で
審
議
さ
れ
て
承
認

さ
れ
て
き
た
。
指
名
議
案
が
付
託
さ
れ
た
常
任
委
員
会
は
、
特
定
の
指
名
候
補
者
に
つ
い
て
調
査
す
る
た
め
に
聴
聞
会
を
開
催
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
聴
聞
会
の
形
式
は
、
指
名
候
補
者
が
就
任
す
る
予
定
の
官
職
の
職
種
の
重
要
性
や
役
割
内
容
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
た

と
え
ば
、
多
数
の
指
名
候
補
者
を
審
議
す
る
司
法
委
員
会
で
も
、
検
事
な
ど
の
連
邦
法
務
官
（attorneys

）、
連
邦
保
安
官
（U

.S
. 

m
arshals

）、
補
助
裁
判
官
（part-tim

e com
m
issions

）
の
指
名
候
補
者
の
調
査
の
た
め
に
は
聴
聞
会
を
開
催
し
て
い
な
い
。
一
方
、
農
業
・

食
物
・
林
業
常
任
委
員
会
（C

om
m
ittee on A

griculture, N
utrition, and F

orestry

）
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
常
任
委
員
会
（C

om
m
ittee 

on E
nergy and N

atural R
esources

）
は
、
殆
ど
の
全
員
の
指
名
候
補
者
に
つ
い
て
の
聴
聞
会
を
開
催
し
て
い
る
。
聴
聞
会
の
開
会
時
間

帯
や
審
議
内
容
も
多
種
多
様
で
あ
る
。
聴
聞
会
は
、
通
常
、
指
名
候
補
者
の
出
身
州
の
上
院
議
員
が
指
名
候
補
者
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら

始
ま
り
、
候
補
者
が
徹
底
的
に
詰
問
さ
れ
る
審
議
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
時
折
、
連
邦
議
会
の
下
院
議
員
を
含
む
大
勢
の
証
人
を
召
喚
し

て
審
議
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
指
名
候
補
者
は
、
特
定
の
政
策
に
対
す
る
個
人
的
な
見
解
に
つ
い
て
も
質
問
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い

て
の
意
見
を
披
露
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
上
院
規
則
二
十
六
条
に
は
、
委
員
会
の
出
席
委
員
の
多
数
決
に
よ
っ
て
公
開
と

し
な
い
と
決
議
し
な
い
限
り
、
公
聴
会
は
公
開
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
18
）

。

3
．
本
会
議
審
議

上
院
は
、
通
常
の
法
案
審
議
と
は
切
り
離
し
て
指
名
議
案
や
条
約
法
案
な
ど
の
行
政
関
係
の
議
案
の
審
議
を
し
て
い
る
。
委
員
会
か
ら

上
程
さ
れ
た
す
べ
て
の
指
名
議
案
は
、
ま
ず
、
承
認
ま
た
は
不
承
認
、
あ
る
い
は
推
薦
書
の
あ
る
な
し
に
関
係
な
く
、
審
議
未
了
の
法
案

（
一
五
五
〇
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
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連
邦
公
務
員
任
命
権
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の
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手
続
（
阿
部
）

六
〇
九

や
決
議
案
が
記
載
さ
れ
て
い
る
議
案
審
議
日
程
表
（calendar of business

）
と
は
別
の
行
政
議
案
審
議
日
程
表
（executive calendar

）
に

記
載
さ
れ
る
。
通
常
、
多
数
党
の
院
内
総
務
（M

ajority L
eader

）
が
指
名
議
案
の
審
議
日
程
の
順
番
を
決
定
し
て
い
る
。
指
名
議
案
は
、

条
約
法
案
と
同
様
、
独
自
の
議
事
録
や
審
議
手
続
の
規
則
を
も
つ
上
院
の
行
政
議
案
審
議
会
議
（executive session

）
で
審
議
さ
れ
て
い

る
。
指
名
議
案
が
上
院
の
本
会
議
に
上
程
さ
れ
る
と
、
行
政
議
案
審
議
会
議
に
か
け
ら
れ
て
、
定
足
数
を
満
た
し
た
出
席
議
員
の
過
半
数

議
決
で
指
名
議
案
に
承
認
か
不
承
認
か
の
議
決
が
な
さ
れ
る
。
殆
ど
の
指
名
議
案
は
、
反
対
も
な
く
満
場
一
致
の
賛
成
で
承
認
さ
れ
る
の

が
通
例
で
あ
る
。
割
合
と
し
て
は
少
な
い
が
、
指
名
候
補
者
が
上
級
職
に
就
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
指
名
議
案
は
、
概
し
て
、
入
念

に
審
議
さ
れ
る
。
指
名
議
案
に
議
論
が
沸
騰
し
そ
う
な
場
合
に
は
、
所
轄
委
員
会
の
委
員
長
が
、
通
常
、
冒
頭
演
説
を
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
特
に
候
補
者
を
人
選
す
る
指
名
手
続
過
程
に
お
い
て
関
与
し
た
上
院
議
員
は
、
指
名
候
補
者
に
つ
い
て
の
推
薦
の
弁
を
と
る
こ

と
が
で
き
る
。
上
院
規
則
の
下
で
は
、
討
論
終
結
（cloture

）
の
動
議
が
出
さ
れ
な
い
限
り
討
論
の
時
間
制
限
が
な
い
の
で
、
上
院
議
員

は
自
己
の
欲
す
る
ま
ま
に
長
時
間
に
わ
た
っ
て
指
名
議
案
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
二
九
年
ま
で
は
、
行
政
議
案
審

議
会
議
は
、
非
公
開
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
上
院
か
ら
特
別
の
要
請
が
な
い
限
り
公
開
に
な
っ
て
い
る
。
上
院
規
則
第
三
十
一
条
に
よ

る
と
、
指
名
議
案
に
賛
成
す
る
上
院
議
員
は
誰
で
も
採
決
の
動
議
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
19
）

。

1
）
議
事
妨
害
演
説

上
院
は
、
殆
ど
の
場
合
に
、
上
院
議
員
が
好
き
な
だ
け
長
時
間
に
わ
た
っ
て
討
議
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
き
た
。
法
案
や
指
名
議
案
に

反
対
す
る
議
員
が
議
決
妨
害
を
す
る
た
め
に
長
演
説
を
す
る
こ
と
が
議
事
妨
害
演
説
（fi libuster

）
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
、
上
院
議
員
が

指
名
議
案
に
対
し
て
議
事
妨
害
演
説
の
戦
術
を
行
使
し
始
め
た
か
に
つ
い
て
正
確
に
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
九
二
九

年
以
前
で
は
、
上
院
本
会
議
で
の
指
名
候
補
者
の
承
認
審
議
は
、
非
公
開
の
行
政
議
案
審
議
会
議
で
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
議
事

（
一
五
五
一
）
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六
一
〇

妨
害
演
説
を
止
め
さ
せ
る
方
法
に
討
議
を
打
ち
切
る
討
論
終
結
（cloture

）
の
手
段
が
あ
る
。
上
院
が
討
論
終
結
の
基
準
を
最
初
に
定
め

た
の
は
、
一
九
一
七
年
の
こ
と
で
あ
る
（
20
）

。

2
）
討
論
終
結

上
院
規
則
二
十
二
条
に
は
、
討
論
終
結
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
。
最
低
十
六
名
の
上
院
議
員
が
署
名
し
て
、
指
名
議
案
に
つ
い
て
の

討
議
中
の
議
事
妨
害
演
説
（fi libuster

）
を
終
結
さ
せ
る
た
め
の
討
論
終
結
の
動
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
満
場
一
致
の
賛
同
が

あ
る
場
合
に
は
例
外
と
し
て
、
上
院
で
は
討
論
終
結
動
議
が
提
出
さ
れ
た
日
の
後
の
会
議
の
第
二
日
目
の
会
議
ま
で
は
、
討
論
終
結
動
議

の
採
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
討
論
終
結
動
議
が
月
曜
日
に
提
出
さ
れ
た
と
す
る
と
、
水
曜
日
に
採
決
す
る
こ
と
に
な

る
。
議
長
は
事
務
局
長
に
定
足
数
を
満
た
し
て
い
る
か
を
確
認
さ
せ
て
か
ら
、
採
決
に
入
る
。
上
院
議
員
は
、
討
論
を
終
結
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
動
議
に
賛
成
か
不
賛
成
の
票
を
投
じ
る
。
従
来
で
は
、
指
名
議
案
に
対
す
る
討
論
終
結
動
議
が
成
立
す
る
に
は
、
三
分
の

二
以
上
の
賛
成
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
二
〇
一
三
年
の
上
院
議
決
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
て
、
定
足
数
を
満
た
し
た
出
席
議
員
の
過
半

数
議
決
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
候
補
の
指
名
議
案
に
対
す
る
討
論
終
結
動
議
が
成
立
す
る
に
は
、
上
院
議

員
の
五
分
の
三
（
六
〇
名
）
以
上
の
賛
成
が
必
要
で
あ
る
。
討
論
終
結
動
議
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
後
の
討
論
時
間
は
三
〇
時
間
に
制
限

さ
れ
る
（
21
）

。

3
）
審
議
停
止

審
議
停
止
（holds

）
と
は
、
指
名
議
案
や
通
常
法
案
に
つ
い
て
の
審
議
が
遅
延
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
、
審
議
を
一
時
的
に
停
止

さ
せ
る
手
段
の
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
上
院
議
員
で
も
審
議
停
止
の
動
議
を
帰
属
政
党
の
院
内
総
務
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
審

議
停
止
に
関
す
る
規
則
は
、
上
院
規
則
に
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
上
院
議
員
が
指
名
議
案
に
つ
い
て
時
間
を
か
け
て
調
査
し
た
い
と
き
や

（
一
五
五
二
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
一
一

指
名
候
補
者
と
直
接
面
会
し
て
話
し
合
い
た
い
と
き
に
審
議
停
止
の
動
議
を
提
出
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
ま
た
、
上
院
議
員
が
指
名
候

補
者
の
政
策
上
の
見
解
に
同
意
で
き
な
い
場
合
や
行
政
府
か
ら
の
譲
歩
を
期
待
し
て
い
る
場
合
に
も
、
審
議
停
止
の
動
議
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
22
）

。

4
．
大
統
領
指
名
教
書
の
大
統
領
還
付

上
院
規
則
第
三
十
一
条
第
六
項
に
よ
っ
て
、
指
名
議
案
は
、
承
認
さ
れ
て
も
承
認
さ
れ
な
く
て
も
、
会
期
末
ま
た
は
上
院
が
三
〇
日
以

上
の
休
会
に
入
る
と
き
に
は
必
ず
大
統
領
に
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
会
議
で
指
名
議
案
に
承
認
か
不
承
認

の
議
決
が
な
さ
れ
る
と
、
上
院
事
務
局
長
（S

ecretary of the S
enate

）
が
指
名
議
案
に
議
決
報
告
書
を
添
付
し
て
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス

に
還
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
大
統
領
は
、
指
名
候
補
者
が
上
院
で
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
新
規
に
候
補
者
を
指
名
し
て
、

大
統
領
指
名
教
書
を
上
院
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
則
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
院
は
、
満
場
一
致
の
賛
成
に
よ
っ

て
、
こ
の
規
則
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
上
院
の
会
期
間
休
会
や
長
期
の
会
期
内
休
会
中
で
は
、
大
統
領
指
名
教
書
を
棚

上
げ
に
し
て
審
議
し
な
い
で
放
置
す
る
こ
と
も
あ
る
（
23
）

。

五
、
上
院
休
会
中
の
欠
員
補
充
権

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
二
条
第
二
節
第
三
項
は
、「
大
統
領
は
、
上
院
の
次
の
会
期
末
に
任
期
が
満
了
す
る
任
務
を
与
え
て
、
上
院

の
休
会
中
に
生
じ
た
欠
員
を
補
充
す
る
権
限
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
条
項
は
、
大
統
領
に
は
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
独

断
で
上
院
の
休
会
中
に
生
じ
た
公
務
員
の
欠
員
を
一
時
的
に
補
充
す
る
権
限
が
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
レ
ー

（
一
五
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
一
二

ガ
ン
大
統
領
は
、
こ
の
権
限
を
行
使
し
て
、
二
四
三
名
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
一
四
〇
名
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
一
七
一
、

息
子
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
七
十
七
名
、
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
大
統
領
は
二
〇
一
二
年
ま
で
に
三
十
二
名
の
欠
員
補
充
を
し
て

い
る
（
24
）

。
歴
代
の
大
統
領
は
、
上
院
が
休
会
す
る
以
前
に
欠
員
が
生
じ
て
い
た
場
合
で
も
、
敢
え
て
休
会
中
の
時
期
を
選
ん
で
本
条
項
に
基
づ
い

て
裁
判
官
や
閣
僚
の
欠
員
補
充
を
し
て
き
た
。
休
会
に
は
会
期
と
会
期
の
間
の
休
会
で
あ
る
会
期
間
休
会
（inter-session recess

）
と
夏

休
み
の
よ
う
な
二
週
間
ば
か
り
の
短
い
期
間
の
会
期
内
休
会
（intra-session recess

）
と
が
あ
る
。
建
国
後
一
五
〇
年
間
で
は
、
歴
代
の

大
統
領
は
会
期
間
休
会
中
に
限
定
し
て
欠
員
補
充
を
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
大
戦
後
と
特
に
一
九
八
〇
年
代
の
中
期
か
ら

大
統
領
は
会
期
内
休
会
中
に
欠
員
補
充
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
欠
員
補
充
条
項
に
よ
る
と
、
大
統
領
に
よ
っ
て
欠
員
補
充
の
任
命
を
受

け
た
者
は
、
上
院
の
次
の
会
期
末
に
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
に
な
る
。
近
年
で
は
、
上
院
の
会
期
は
十
ヶ
月
間
か
ら
十
二
ヶ
月
間
に
な
っ

て
い
る
。
上
院
は
殆
ど
年
中
開
会
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
会
期
間
休
会
中
に
任
命
さ
れ
た
者
は
、
上
院
の

次
の
会
期
が
終
了
す
る
ま
で
の
約
一
年
間
に
わ
た
っ
て
任
務
に
就
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
会
期
内
休
会
中
に
任
命
さ
れ
た
者

は
、
任
命
さ
れ
た
と
き
の
会
期
の
残
余
期
間
と
次
の
会
期
が
終
了
す
る
と
き
ま
で
の
二
年
間
近
く
も
任
務
に
就
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に
任
命
さ
れ
た
と
き
の
休
会
が
異
な
る
こ
と
で
任
務
期
間
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
上
院
が
休
会
中
の
欠
員
補
充
権
と
は
、
休

会
中
に
生
じ
た
欠
員
を
補
充
す
る
権
限
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
上
院
が
休
会
す
る
以
前
に
生
じ
た
欠
員
を
も
含
め
て
上
院
の
休
会
中
に

欠
員
を
補
充
す
る
権
限
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
異
説
が
多
く
て
定
か
で
は
な
か
っ
た
。
連
邦
法
（5U

.S
.C
.§
5503

）
は
、
上
院
の
開
会

中
に
生
じ
た
欠
員
を
補
充
す
る
た
め
に
休
会
中
に
任
命
を
受
け
た
者
に
対
す
る
俸
給
の
支
払
い
を
禁
じ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
、
連
邦
最

高
裁
判
所
は
、「
全
国
労
働
関
係
委
員
会
対
ノ
ウ
エ
ル
。
カ
ニ
ン
グ
事
件
（
25
）

」（N
ational L

abor R
elations B

oard v. N
oel C

anning

）
で
上
記

（
一
五
五
四
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
一
三

の
疑
問
を
解
く
全
員
一
致
の
判
決
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
①
大
統
領
は
、
上
院
が
休
会
中
で
あ
っ
て
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
以
外
に
は
、
憲
法
第
二
条
第
二
節
第
三
項
の
欠
員
補
充
条
項
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。
②
休
会
と
は
、
会
期

間
休
会
と
会
期
内
休
会
の
双
方
の
休
会
の
こ
と
で
あ
る
。
③
欠
員
が
休
会
中
に
生
じ
よ
う
と
休
会
以
前
に
生
じ
よ
う
と
も
関
係
な
く
、
大

統
領
が
欠
員
補
充
の
任
命
を
す
る
と
き
が
休
会
中
で
あ
れ
ば
よ
い
」
と
判
示
し
た
。

六
、
大
統
領
罷
免
権
と
上
院
の
承
認

日
本
国
憲
法
第
六
十
八
条
第
二
項
は
、「
内
閣
総
理
大
臣
が
任
意
に
国
務
大
臣
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
大
統
領
の
罷
免
権
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
大
統
領
の
罷
免
権
に
つ
い

て
第
一
連
邦
議
会
で
、
は
や
く
も
論
議
を
よ
ん
で
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
（A

lexander H
am
ilton

）
は
、「
大
統
領
の

罷
免
権
は
、
任
命
権
に
包
含
さ
れ
る
も
の
で
、
上
院
の
助
言
と
同
意
を
得
て
行
使
す
る
権
限
に
帰
属
す
る
」
と
主
張
し
た
。
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
主
張
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
（Jam

es M
adison

）
は
、「
行
政
権
は
、
大
統
領
だ
け
に
属
し
て

い
る
の
で
、
大
統
領
は
行
政
府
に
属
す
る
公
務
員
を
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
し
て
対
立
し
た
。

一
八
六
七
年
、
連
邦
議
会
は
「
大
統
領
が
上
院
の
助
言
と
同
意
を
得
て
任
命
し
た
公
務
員
の
罷
免
に
つ
て
は
、
大
統
領
が
そ
の
公
務
員
を

罷
免
す
る
と
き
に
も
上
院
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。
大
統
領
は
、
上
院
の
助
言
と
同
意
を
得
て
後
任
を
任
命
し
た
後
に
前
任
者
を
罷
免
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
連
邦
議
会
が
休
会
中
で
同
意
を
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
大
統
領
は
任
意
に
公
務
員
を
停
職
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
罷
免
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
上
院
は
、
会
期
再
開
後
に
大
統
領
の
停
職
措
置
に
同
意
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
」
と
い

（
一
五
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
一
四

う
内
容
の
公
務
員
任
期
法
（T

he T
enure of O

ffi  ce A
ct

）
の
法
案
を
通
過
さ
せ
た
。
し
か
し
、
ア
ン
デ
ュ
リ
ュ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

（A
ndrew

 Johnson

）
大
統
領
は
、「
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
を
罷
免
す
る
権
限
は
、
大
統
領
の
単
独
行
使
権
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公

務
員
任
期
法
は
、
違
憲
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
通
過
法
案
に
署
名
す
る
の
を
拒
否
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
案
は
、
再
び
両
議
院
を
各
々

三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
可
決
し
た
。
そ
し
て
、
一
八
六
九
年
に
一
部
修
正
さ
れ
て
法
律
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
公
務
員
任
期
法
は
、

グ
ロ
ヴ
ァ
ー
・
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
（G

rover C
leveland

）
大
統
領
の
反
対
に
あ
っ
て
、
一
八
八
七
年
に
全
面
的
に
廃
止
さ
れ
た
。

一
八
七
六
年
、
連
邦
議
会
は
、
公
務
員
任
期
法
と
同
じ
内
容
の
郵
便
局
長
の
任
命
に
関
し
て
規
定
し
て
い
る
「
郵
便
局
長
法
」（T

he 

P
ostm

aster A
ct

）
を
制
定
し
た
。
一
九
二
〇
年
、
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
、
郵
便
局
長
で
あ
っ
た
マ
イ
ヤ
ー
ズ
（M

yers

）

を
上
院
の
助
言
と
同
意
を
求
め
な
い
で
罷
免
し
た
。
そ
の
後
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
が
後
任
者
に
つ
い
て
上
院
の
同
意
を
求
め
た
が
、
上

院
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
大
統
領
の
罷
免
行
為
が
郵
便
局
長
法
に
違
反
し
て
い
る
と
主
張
し

て
、
任
期
残
存
期
間
の
俸
給
の
支
払
請
求
の
訴
え
を
行
政
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
こ
の
裁
判
で
敗
訴
し
た
が
、
大
統
領

の
罷
免
権
に
関
す
る
事
件
に
憲
法
解
釈
問
題
を
か
ら
め
て
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
訴
し
た
。
一
九
二
六
年
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
一
期

前
に
大
統
領
を
務
め
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
に
任
命
さ
れ
た
連
邦
最
高
裁
判
所
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
タ
フ
ト
（W

illiam
 H
. T
aft, 1921-1930; 

在
任
）
首
席
判
事
以
下
九
名
の
陪
席
判
事
が
審
理
し
た
結
果
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
「
マ
イ
ヤ
ー
ズ
対
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
事
件
（
26
）

」（M
yers 

v. U
nited S

tates

）
で
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
主
張
し
た
の
と
同
じ
内
容
の
「
上
院
の
承
認
を
得
て
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
行
政
府
に
属

す
る
公
務
員
を
罷
免
す
る
権
限
は
、
大
統
領
だ
け
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
大
統
領
の
罷
免
行
為
が
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

る
こ
と
は
妥
当
な
い
」
と
判
示
し
た
。
タ
フ
ト
の
見
解
は
、「
大
統
領
は
、
法
律
が
誠
実
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
監
督
す
る
」（
第
二
条
第

三
節
）
と
明
記
さ
れ
た
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
部
下
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
連
邦
最

（
一
五
五
六
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
一
五

高
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
、
大
統
領
が
上
院
の
事
前
な
い
し
は
事
後
の
助
言
と
同
意
を
得
な
い
で
行
政
府
の
公
務
員
を
罷
免
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
が
確
立
し
た
。

一
九
三
三
年
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
（F

ranklin D
. R
oosevelt

）
大
統
領
（
民
主
党
）
が
、
共
和
党
員
で
あ
り
連
邦
取
引

委
員
会
（F

ederal T
rade C

om
m
ission

）
の
委
員
で
も
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ン
フ
リ
ィ
（W

illiam
 S
. H
um
phrey

）
を
大
統
領
の
政
策

に
従
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
罷
免
し
た
。
一
九
三
五
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
「
ハ
ン
フ
リ
ィ
の
遺
産
相
続
執
行
人
ラ
ー
ス
バ
ン
対

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
事
件
（
27
）

」（R
athbun,  H

um
phrey ’s E

xecutor v. U
nited S

tates

）
で
「
連
邦
議
会
は
、
行
政
府
内
に
必
ず
し
も
行
政
上
の

機
能
を
果
た
す
と
は
限
ら
な
い
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
連
邦
取
引
委
員
会
は
、
大
統
領
の
権
限
が
全
面
的
に
及
ば
な
い
行
政

府
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
の
種
の
独
立
委
員
会
で
あ
る
。
連
邦
議
会
は
、
無
能
力
、
怠
慢
、
背
任
行
為
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
委
員
を

罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
大
統
領
の
罷
免
権
は
、
準
立
法
的
（quasi-legislative

）
も
し
く
は
準
司
法
的
（quasi-judicial

）
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
独
立
行
政
機
関
の
公
務
員
に
は
及
ば
な
い
」
と
い
う
判
決
を
下
し
た
。

こ
の
裁
判
で
は
、
準
立
法
上
も
し
く
は
準
司
法
上
の
役
割
を
果
た
す
公
務
員
と
行
政
上
の
役
割
を
果
た
す
公
務
員
と
を
明
確
に
識
別
し

て
定
義
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
九
八
八
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
モ
ー
リ
ソ
ン
対
オ
ル
ソ
ン
事
件
（
28
）

」（M
orrison v. 

O
lson

）
で
「
大
統
領
は
、
相
当
な
理
由
が
あ
り
、
罷
免
さ
れ
る
公
務
員
に
身
体
障
害
、
心
身
障
害
な
い
し
は
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
重

大
な
障
害
に
な
る
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
独
立
委
員
会
の
委
員
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
し
た
。

二
〇
一
〇
年
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
バ
ー
ツ
（John G

. R
oberts, Jr.

）
首
席
判
事
が
率
い
る
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
自
由
企
業
基
金
対
公
開

会
社
会
計
監
視
委
員
会
事
件
（
29
）

」（F
ree E

nterprise F
und v. P

ublic C
om
pany A

ccounting O
versight B

oard

）
で
「
公
開
会
社
会
計
監
視

委
員
会
の
委
員
は
、
サ
ー
バ
ー
ン
ズ
・
オ
ッ
ク
ス
レ
イ
法
（T

he S
arbanes-O

xley A
ct

）
の
下
で
大
統
領
の
罷
免
権
か
ら
二
重
の
保
護
を

（
一
五
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
一
六

受
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
委
員
会
の
委
員
は
、
無
能
力
、
怠
慢
、
背
任
行
為
な
ど
の
理
由
で
大
統
領
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ
る
証
券

取
引
委
員
会
（S

ecurities and E
xchange C

om
m
ission

）
の
委
員
が
示
し
た
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
の
み
大
統
領
に
よ
っ
て
罷
免
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
大
統
領
の
罷
免
権
に
対
す
る
二
重
の
制
限
は
、
任
命
条
項
の
「
権
力
の
分
散
」
と
「
抑
制
と
均
衡
」
の
原
理

を
具
現
化
し
た
規
定
に
違
反
し
て
い
る
の
で
違
憲
で
あ
る
」
と
五
対
四
で
判
示
し
た
。
公
開
会
社
会
計
監
視
委
員
会
の
委
員
は
、
政
策
決

定
と
法
律
を
執
行
す
る
行
政
府
の
権
限
を
行
使
し
て
い
る
公
務
員
で
あ
る
。
憲
法
第
二
条
第
三
節
第
四
項
の
監
督
条
項
（take care 

clause

）
は
、
法
律
が
誠
実
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
て
の
公
務
員
を
監
督
し
、
指
揮
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
て
い
る
。
サ
ー

バ
ー
ン
ズ
・
オ
ッ
ク
ス
レ
イ
法
は
、
大
統
領
の
罷
免
権
に
対
し
て
二
重
の
制
限
を
課
し
て
い
る
。
こ
の
こ
は
、
監
督
条
項
に
定
め
ら
れ
て

い
る
大
統
領
権
限
を
妨
げ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
の
注
目
す
べ
き
点
は
「
大
統
領
の
罷
免
権
は
、
準
立
法
的
も
し
く
は
準

司
法
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
独
立
行
政
機
関
の
公
務
員
に
は
及
ば
な
い
」
と
判
示
し
た
「
ハ
ン
フ
リ
ィ
の
遺
産
相
続
執
行
人
ラ
ー
ス

バ
ン
対
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
事
件
」
の
判
決
を
支
持
し
て
、
監
督
条
項
を
盾
に
と
っ
て
、
大
統
領
の
罷
免
権
が
行
政
上
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
独
立
行
政
機
関
の
公
務
員
に
及
ぶ
こ
と
を
真
正
面
か
ら
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

七
、
大
統
領
単
独
任
命
の
職
種
と
役
職

上
述
し
た
よ
う
に
、
二
〇
一
二
年
に
制
定
さ
れ
た
「
大
統
領
任
命
の
効
率
化
お
よ
び
簡
素
化
法
」（
議
案
番
号
一
一
二
│
一
六
六
）
に
よ
っ

て
、
大
統
領
が
連
邦
行
政
府
内
の
一
六
三
の
管
理
職
に
就
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
指
名
候
補
者
を
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
任
命
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
る
以
前
で
は
、
連
邦
行
政
府
内
の
省
庁
や
独
立
行
政
機
関
に
勤
務
し
て
い
た

（
一
五
五
八
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
一
七

公
務
員
の
総
数
は
、
約
一
七
四
万
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
大
統
領
が
上
院
の
承
認
を
得
て
候
補
者
を
任
命
す
る
連
邦
行
政
府
内
の
文
官

の
管
理
職
数
は
、
五
、五
〇
六
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
二
年
に
連
邦
政
府
が
刊
行
し
た
「
政
策
と
後
援
管
理
職
」（P

olicy and S
upporting 

P
ositions

）
に
よ
る
と
、
大
統
領
が
上
院
の
承
認
を
得
て
候
補
者
を
任
命
す
る
連
邦
行
政
府
内
の
文
官
の
管
理
職
数
は
、
ジ
ョ
ン
・
ケ
ネ

デ
ィ
（John F

. K
ennedy, 1961-1963

）
大
統
領
政
権
以
後
に
約
三
六
五
も
増
加
し
て
い
る
（
30
）

。
こ
の
増
加
の
原
因
は
、
全
十
五
省
庁
の
う
ち

の
五
省
庁
が
こ
の
半
世
紀
間
に
増
設
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
六
五
年
に
住
宅
・
都
市
開
発
省
（D

epartm
ent of H

ousing 

and U
rban D

evelopm
ent

）、
一
九
六
六
年
に
運
輸
省
（D
epartm

ent of T
ransportation

）、
一
九
七
七
年
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
（D

epartm
ent 

of E
nergy

）、
一
九
七
九
に
教
育
省
（D

epartm
ent of E

ducation

）、
二
〇
〇
二
年
に
国
土
安
全
保
障
省
（D

epartm
ent of H

om
eland 

S
ecurity

）
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
七
〇
年
に
環
境
保
護
庁
（E

nvironm
ental P

rotection A
gency

）、
一
九
七
二
年
に
消
費

者
製
品
安
全
委
員
会
（C

onsum
er P

roduct S
afety C

om
m
ission

）、
一
九
七
五
年
に
連
邦
選
挙
委
員
会
（F

ederal E
lection C

om
m
ission

）

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
下
記
は
、
大
統
領
任
命
の
効
率
化
お
よ
び
簡
素
化
法
に
よ
っ
て
、
大
統
領
が
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
単
独
に
役

職
者
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
連
邦
行
政
府
内
の
一
六
三
の
職
種
と
役
職
で
あ
る
。

農
業
、
食
物
、
林
業
（A
griculture, N

utrition and F
orestry

）

農
務
省
、
行
政
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for A

dm
inistration, D

epartm
ent of A

griculture

）

農
務
省
、
農
村
地
帯
公
益
事
業
管
理
官
（R

ural U
tilities S

ervice A
dm
inistrator, D

epartm
ent of A

griculture

）

農
産
物
信
用
貸
付
公
社
、
理
事
七
名
（D

irectors 

（7

）, C
om
m
odity C

redit C
orporation

）

軍
事
（A

rm
ed S

ervices

）

（
一
五
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
一
八

国
家
安
全
教
育
委
員
会
、
委
員
六
名
（M

em
bers 

（6

）, N
ational S

ecurity E
ducation B

oard

）

選
抜
徴
兵
局
、
局
長
（D

irector, S
elective S

ervice

）

金
融
、
住
宅
、
都
市
問
題
（B

anking, H
ousing and U

rban A
ff airs

）

財
務
省
、
地
域
開
発
財
政
研
究
所
基
金
、
所
長
（A

dm
inistrator, C

om
m
unity D

evelopm
ent F

inancial Institution F
und, D

epartm
ent of 

the T
reasury

）

住
宅
・
都
市
開
発
省
、
公
共
問
題
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic A
ff airs, D

epartm
ent of H

ousing

and U
rban D

evelopm
ent

）

経
済
諮
問
審
議
会
、
委
員
二
名
（M

em
bers 

（2

）, C
ouncil of E

conom
ic A
dvisers

）

商
業
、
科
学
、
運
輸
（C

om
m
erce, S

cience, and T
ransportation

）

連
邦
航
空
管
理
局
、
次
長
（D

eputy A
dm
inistrator, F

ederal A
viation A

dm
inistration

）

国
家
海
洋
お
よ
び
大
気
管
理
局
、
主
任
自
然
科
学
者
専
門
官
（C

hief S
cientist, N

ational O
ceanic and A

tm
ospheric A

dm
inistration

）

セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
水
路
開
発
公
団
、
総
裁
（A

dm
inistrator, S

t. L
aw
rence S

eaw
ay D

evelopm
ent C

orporation

）

運
輸
省
、
予
算
・
事
業
計
画
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for B

udget and P
rogram

s, D
epartm

ent of T
ransportation

）

環
境
、
公
共
事
業
（E

nvironm
ent and P

ublic W
orks

）

ア
パ
ラ
チ
ア
地
域
委
員
会
、
連
邦
共
同
委
員
長
代
行
（A

lternate F
ederal C

o-C
hairm

an, A
ppalachian R

egional C
om
m
ission

）

ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
流
域
開
発
公
社
、
監
督
官
七
名
（C

om
m
issioners 

（7

）, M
ississippi R

iver C
orporation

）

財
政
（F

inance

）

（
一
五
六
〇
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
一
九

財
務
省
、
公
事
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic A
ff airs, D

epartm
ent of T

reasury

）

連
邦
出
納
官
（T

reasurer of the U
nited S

tates

）

財
務
省
、
行
政
管
理
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for M

anagem
ent, D

epartm
ent of T

reasury

）

外
交
（F

oreign R
elations

）

国
務
省
、
公
事
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic A
ff airs, D

epartm
ent of S

tate

）

連
邦
国
際
開
発
庁
、
行
政
管
理
担
当
次
長
（A

ssistant A
dm
inistrator for M

anagem
ent, U

.S
. A
gency for International D

evelopm
ent

）

国
務
省
、
行
政
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for A

dm
inistration, D

epartm
ent of S

tate

）

保
健
、
教
育
、
労
働
、
年
金
（H

ealth, E
ducation, L

abor and P
ensions

）

教
育
省
、
行
政
管
理
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for M

anagem
ent, D

epartm
ent of E

ducation

）

労
働
省
、
公
事
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic A
ff airs, D

epartm
ent of L

abor

）

教
育
省
、
教
育
統
計
局
監
督
官
（C
om
m
issioner, E

ducation S
tatistics, D

epartm
ent of E

ducation

）

全
国
心
身
障
害
審
議
会
、
委
員
十
五
名
（M

em
bers 

（15
）, N

ational C
ouncil on D

isability

）

保
健
社
会
福
祉
省
、
公
事
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic A
ff airs, D

epartm
ent of H

ealth and H
um
an S

ervices

）

全
国
科
学
財
団
、
全
国
科
学
審
議
会
、
委
員
二
十
四
名
（M

em
bers 

（24

）, N
ational S

cience B
oard, N

ational S
cience F

oundation

）

全
国
・
地
域
社
会
奉
仕
公
団
、
業
務
執
行
理
事
二
名
（M

anaging D
irectors 

（2

）, C
orporation for N

ational and C
om
m
unity S

ervice

）

全
国
教
育
科
学
委
員
会
、
委
員
十
五
名
（M

em
bers 

（15

）, N
ational B

oard of E
ducation S

ciences

）

労
働
省
、
行
政
管
理
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for A

dm
inistration and M

anagem
ent, D

epartm
ent of L

abor

）（
一
五
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
二
〇

識
字
諮
問
委
員
会
国
立
研
究
所
、
委
員
十
名
（M

em
bers 

（10

）, N
ational Institute for L

iteracy A
dvisory B

oard

）

労
働
省
、
婦
人
局
、
局
長
（D

irector of the W
om
en ’s B

ureau, D
epartm

ent of L
abor

）

全
国
芸
術
人
文
科
学
基
金
、
国
立
博
物
館
・
図
書
館
サ
ー
ヴ
ィ
ス
委
員
会
、
委
員
二
十
名
（M

em
bers 

（20

）, N
ational M

useum
 and 

L
ibrary S

ervices B
oard, N

ational F
oundation of the A

rts and H
um
anities

）

国
土
安
全
保
障
、
国
政
問
題
（H

om
eland S

ecurity and G
overnm

ental A
ff airs

）

国
土
安
全
保
障
省
、
麻
薬
対
策
執
行
局
、
局
長
（D

irector, O
ffi  ce of C

ounternarcotics E
nforcem

ent, D
epartm

ent of H
om
eland S

ecurity

）

国
土
安
全
保
障
省
、
主
任
医
務
専
門
官
（C

hief M
edical O

ffi  cer, D
epartm

ent of H
om
eland S

ecurity

）

国
土
安
全
保
障
省
、
連
邦
緊
急
事
態
管
理
庁
、
補
助
金
制
度
担
当
次
長
（A

ssistant A
dm
inistrator for G

rant P
rogram

s, F
ederal 

E
m
ergency, D

epartm
ent of H

om
eland S

ecurity

）

国
土
安
全
保
障
省
、
米
国
消
防
管
理
局
、
局
長
（A

dm
inistrator, U

.S
. F
ire A

dm
inistration, D

epartm
ent of H

om
eland S

ecurity

）

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
問
題
（Indian A
ff airs

）

ナ
ヴ
ァ
ホ
ウ
族
お
よ
び
ホ
ウ
ピ
族
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
移
転
問
題
事
務
局
、
監
督
官
（C

om
m
issioner, O

ffi  ce of N
avajo and H

opi Indian 

R
elocation

）

ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
お
よ
び
ア
ラ
ス
カ
原
住
民
文
化
芸
術
振
興
研
究
所
、
評
議
会
、
委
員
十
三
名
（M

em
bers 

（13

）, B
oard of 

T
rustees, Institute of A

m
erican Indian and A

laska N
ative C

ulture and A
rts D

evelopm
ent

）

司
法
（Judiciary

）

司
法
省
、
司
法
統
計
局
、
局
長
（D

irector, B
ureau of Justice S

tatistics, D
epartm

ent of Justice

）

（
一
五
六
二
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
二
一

大
統
領
府
、
国
家
薬
物
統
制
政
策
局
、
次
長
（D

eputy D
irector, O

ffi  ce of N
ational D

rug C
ontrol P

olicy, E
xecutive O

ffi  ce of the 

P
resident

）

司
法
省
、
司
法
支
援
局
、
局
長
（D

irector, B
ureau of Justice A

ssistance, D
epartm

ent of Justice

）

大
統
領
府
、
国
家
薬
物
統
制
政
策
局
、
需
要
減
少
対
策
局
、
次
長
（D

eputy D
irector, D

em
and R

eduction, O
ffi  ce of N

ational D
rug 

C
ontrol P

olicy, E
xecutive O

ffi  ce of the P
resident

）

司
法
省
、
国
立
司
法
研
究
所
、
所
長
（D

irector, N
ational Institute of Justice, D

epartm
ent of Justice

）

大
統
領
府
、
国
家
薬
物
統
制
政
策
局
、
供
給
減
少
対
策
部
、
次
長
（D

eputy D
irector, S

upply R
eduction, O

ffi  ce of N
ational D

rug 

C
ontrol P

olicy, E
xecutive O

ffi  ce of the P
resident

）

司
法
省
、
犯
罪
被
害
者
局
、
局
長
（D

irector, O
ffi  ce for V

ictim
s of C

rim
e, D
epartm

ent of Justice

）

大
統
領
府
、
国
家
薬
物
統
制
政
策
局
、
州
郡
市
町
村
の
部
族
民
問
題
対
策
本
部
、
次
長
（D

eputy D
irector, S

tate, L
ocal, and T

ribal 

A
ff airs, O

ffi  ce of N
ational D

rug C
ontrol P

olicy, E
xecutive O

ffi  ce of the P
resident

）

司
法
省
、
青
少
年
審
判
お
よ
び
青
少
年
犯
罪
防
止
局
、
局
長
（A

dm
inistrator, O

ffi  ce of Juvenile Justice and D
elinquency P

revention, 

D
epartm

ent of Justice

）

退
役
軍
人
問
題
（V
eterans ’ A

ff airs

）

退
役
軍
人
省
、
行
政
管
理
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for M

anagem
ent, D

epartm
ent of V

eterans A
ff airs

）

退
役
軍
人
省
、
戦
略
、
安
全
、
軍
備
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for O

perations, S
ecurity, and P

reparedness, D
epartm

ent of 

V
eterans A

ff airs

）

（
一
五
六
三
）
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本
法
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八
十
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巻
第
三
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（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

六
二
二

退
役
軍
人
省
、
人
的
資
源
管
理
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for H

um
an R

esources and A
dm
inistration, D

epartm
ent of V

eterans 

A
ff airs

）

退
役
軍
人
省
、
公
共
お
よ
び
政
府
間
総
務
担
当
次
官
補
（A

ssistant S
ecretary for P

ublic and Intergovernm
ental A

ff airs, D
epartm

ent 

of V
eterans A

ff airs

）

結
び

上
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
連
邦
政
府
の
公
務
員
を
補
充
す
る
責
務
を
大
統
領
と
上
院
に
分
担
さ
せ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
大
統
領
が
特
定
の
候
補
者
を
指
名
し
、
上
院
の
事
前
な
い
し
は
事
後
の
助
言
と
同
意
を
得
て
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

憲
法
起
草
者
た
ち
が
任
命
権
を
二
分
し
て
大
統
領
と
上
院
に
与
え
た
意
図
は
、
大
統
領
の
任
命
権
に
「
権
力
の
分
散
」
と
「
抑
制
と
均

衡
」
の
原
理
を
導
入
し
て
、
立
法
権
を
行
使
す
る
上
院
が
大
統
領
の
行
政
権
を
牽
制
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
考
え
た
と
こ
ろ
に
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
政
権
は
広
範
な
権
限
で
あ
る
の
で
、
行
政
権
を
与
え
ら
れ
た
大
統
領
は
、
必
然
的
に
独
裁
者
に
な
る
可

能
性
を
秘
め
て
い
る
と
考
え
た
憲
法
起
草
者
た
ち
は
、
上
院
に
承
認
権
を
与
え
て
連
邦
政
府
の
公
務
員
を
任
命
す
る
大
統
領
権
限
を
抑
制

す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
憲
法
制
定
会
議
の
議
事
記
録
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
『
マ
デ
ィ
ソ
ン
・
ノ
ー
ト
』（Jam

es M
adison ’s 

N
otes on the D

ebates

）
か
ら
も
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
院
が
果
た
し
て
き
た
承
認
役
割
の
実
績
は
、
司
法
府

の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
の
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
厳
し
く
、
行
政
府
の
要
職
に
就
く
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
寛
容
な
も

の
で
あ
っ
た
。

（
一
五
六
四
）



ア
メ
リ
カ
大
統
領
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連
邦
公
務
員
任
命
権
と
上
院
の
承
認
手
続
（
阿
部
）

六
二
三

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
普
通
法
（com

m
on law

）
が
幅
を
利
か
し
て
い
る
。
普
通
法
と
は
裁
判
官
が
言
い
渡
し
た
一
連
の
判
決
の
集

大
成
と
で
も
言
う
べ
き
判
例
法
の
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
普
通
法
は
、
裁
判
官
が
作
っ
た
法
律
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
裁
判
所
に
は
、
裁
判
官
が
判
決
を
下
す
に
当
た
っ
て
先
に
下
さ
れ
た
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
「
先
例
拘
束
性
の
原
理
」（doctrine of 

precedent / stare decisis

）
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
一
つ
の
判
決
が
そ
の
後
に
判
決
を
下
す
裁
判
官
に
甚
大
な
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
少
人
数
で
審
理
し
て
下
さ
れ
る
判
決
が
、
多
人
数
で
審
議
し
て
制
定
さ
れ
る
法
律
と
同
等
の
拘
束
力
を
も
つ
法
律
に

な
る
た
め
に
、
上
院
が
最
終
審
裁
判
所
で
あ
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
法

慣
習
の
背
景
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
は
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
立
法
に
は
関
与
す
る
こ
と
な
く
、
法
の
執
行
業
務
に
専
念
す
る
行
政
府

の
要
員
は
、
立
法
府
に
対
し
て
さ
ほ
ど
の
影
響
力
を
及
ぼ
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
院
は
、
裁
判
官
の
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は

厳
し
く
、
連
邦
議
会
議
員
で
も
な
く
、
た
だ
単
な
る
大
統
領
の
政
策
推
進
者
で
あ
る
閣
僚
を
は
じ
め
行
政
府
の
要
職
に
就
く
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
る
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
に
は
寛
容
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
二
〇
一
二
年
、
上

院
は
「
大
統
領
任
命
の
効
率
化
お
よ
び
簡
素
化
法
」
を
制
定
し
て
、
連
邦
行
政
府
内
の
一
六
三
の
管
理
職
に
就
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
指

名
候
補
者
を
上
院
の
承
認
を
得
な
い
で
大
統
領
が
独
断
で
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
上
院
が
大
統
領
の
任

命
権
に
対
す
る
抑
制
権
を
自
ら
の
手
で
放
棄
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
上
院
が
憲
法
起
草
者
の
意
向
に
沿
っ
て
判
断
す
る
原
意

主
義
（originalism

）
の
見
地
に
立
脚
し
て
、
裁
判
官
の
指
名
候
補
者
の
任
命
承
認
の
み
に
偏
重
し
て
厳
し
く
す
る
の
で
は
な
く
、
平
等

に
行
政
府
の
役
職
に
就
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
指
名
候
補
者
に
対
し
て
も
広
範
に
し
て
厳
し
い
任
命
承
認
を
す
る
よ
う
な
方
向
転
換

を
は
か
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
一
五
六
五
）
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六
二
四

〈
備
考
〉　

条
文
中
の
括
弧
〔　

〕
中
の
語
句
は
、
条
文
中
に
は
な
い
が
、
筆
者
が
読
者
の
理
解
に
役
立
て
る
た
め
に
加
筆
し
た
も
の
で

あ
る
。

〔
註
〕

（
1
） Jam

es M
adison,T

he D
ebates in the F

ederal C
onvention of 1787 W

hich F
ram
ed the C

onstitution of the U
nited S

tates of 

A
m
erica, G

reenw
ood P

ress, W
estport, C

onnecticut, 1920, p. 55.

（
2
） Ibid., p. 528.

（
3
） Joseph P

. H
arris, T

he A
dvice and C

onsent of the S
enate, U

niversity of C
alifornia P

ress, B
erkeley, C

alifornia, 1953, p. 

29.

（
4
） B

arbara A
. B
ardes, M

ack C
. S
helley, and S

teff en W
. S
chm
idt, A

m
erican G

overnm
ent and P

olitics T
oday: T

he E
ssentials, 

2015-2016 E
dition, C

engage L
earning, B

oston, M
assachusetts, 2016, pp. 348-349. A

nd also see w
w
w
.senate.gov/artandhistory/

N
om
inations.htm

.

（
5
） M

orrison v. O
lson, 487 U

.S
. 654 

（1988
）.

（
6
） M

aeve P
. C
arey, P

residential A
ppointm

ents, the S
enate’s C

onfi rm
ation P

rocess, and C
hange M

ade in the 112
th C
ongress, 

C
ongressional R

esearch S
ervice, O

ctober 9, 2012, p. 1.

（
7
） M

arbury v. M
adison, 5 U

.S
. 137, 2 L

. E
d. 60 

（1803
）.

（
8
） D
avid M

. O
’B
rien, C

onstitutional L
aw
 and P

olitics, V
ol. 1, S

truggles for P
ow
er and G

overnm
ental A

ccountability, N
inth 

E
dition, W

・W

・N
orton &

 C
om
pany, N

ew
 Y
ork, 2014, p. 391.

（
9
） T

odd S
. P
urdum

, “P
residents, P

icking Justices, C
an H

ave B
ackfi res”, C
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ransition; N

om
inees and H

istory, N
ew
 

Y
ork T

im
es, July 5, 2005, p. A
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m
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R
esearch S

ervice, M
arch 9, 2015, p. 1.
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） D
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aw
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ol. 1, S
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ow
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ental A
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inth 

E
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orton &

 C
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S
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） w

w
w
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. 
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） M
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arey, P
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ents, the S
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ongress, 
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esearch S
ervice, O
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R
esearch S

ervice, M
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15
） Ibid., pp. 4-5.
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16
） Ibid., p. 5.
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） Ibid., p. 4.
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18
） Ibid., pp. 5-6.
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） Ibid., pp. 8-9.
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20
） B
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volution of the S
enate’s R
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ation P
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 B
rief H

istory, R
esearch 

S
ervice, M

ay 13, 2009, p. 10.
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ybicki, S
enate C

onsideration of P
residential N

om
inations: C

om
m
ittee and F
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rocedure, C
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esearch S
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dition, P

earson, U
pper S
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ew
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ent.
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abor R
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anning, 573 U
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. _____

（2014
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（
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） M

yers v. U
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. 52 

（1926
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dition, T
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orth, B
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alifornia, 2007, pp. 197-

201.

（
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） R

athban, H
um
phrey’s E

xecutor v. U
nited S
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.S
. 602 

（1935

）.

（
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） M

orrison v. O
lson, 487 U

.S
. 654 

（1988

）.

（
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） F

ree E
nterprise F

und v. P
ublic C
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pany A
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versight B

oard, 561 U
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. 477 

（2010
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（
30
） P

olicy and S
upporting P

ositions, C
hapter 13, K

now
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lum
 B
ook,” W

ashington D
. C
., G
overnm

ent P
rinting O

ffi  ce, 

2012. A
nd also see M

aeve P
. C
arey, P

residential A
ppointm

ents, the S
enate’s C

onfi rm
ation P

rocess, and C
hange M

ade in the 
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th C
ongress, C
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